
３．意思決定支援ガイドラインの構造
障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインについて
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国内のさまざまな「意思決定支援」ガイドライン

障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン

（H29.3 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部）

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

（H30.6 厚生労働省）

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン

（R2.10厚生労働省社会・援護局意思決定支援ワーキング・グループ）

人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン

（H30.3 人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会）
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「障害福祉サービス等の提供に係る
意思決定支援ガイドライン」の概要
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Ⅰ ガイドラインの背景と趣旨

障害者総合支援法

「意思決定支援」を重要な取組として位置づけている。

障害者基本法

国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、相談業務、成年後見制度

、権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにし

なければならない（第23条）

〇障害者本人（以下「本人」という。）が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が

確保」される（第１条の２（基本理念））

〇指定相談支援事業者及び指定障害福祉サービス事業者等は、障害者等の意思決定の

支援に配慮するよう努める（第42条、第51条の22）
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Ⅱ 総 論

１．意思決定支援の定義
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２．意思決定を構成する要素

（１）本人の判断能力

障害による判断能力の程度は、意思決定に大きな影響を与える。意思決定を進める上で、本人

の判断能力の程度について慎重なアセスメントが重要。

（３）人的・物理的環境による影響

意思決定支援は、本人に関わる職員や関係者による人的な影響や環境による影響、本人の経験

の影響を受ける。

（２）意思決定支援が必要な場面
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３．意思決定支援の基本的原則

（１）本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うことが原則

本人の自己決定にとって必要な情報の説明は、本人が理解できるよう工夫して

行う

（２）職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵

害しないのであれば、その選択を尊重するよう努める

（３）本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係

者が集まって、本人の日常生活やサービス提供場面における表情や感情、行動に

関する記録などの情報、これまでの生活史、人間関係等様々な情報を把握し、根

拠を明確にしながら障害者の意思及び選好を推定
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４．最善の利益の判断

本人の意思を推定することがどうしても困難な場合は、第三者が本人に
とっての最善の利益を判断せざるを得ない場合がある。最善の利益の
判断は最後の手段

（１）メリット・デメリットの検討

複数の選択肢からメリットとデメリットを可能な限り挙げ、比較検討する

（２）相反する選択肢の両立

二者択一の場合においても、相反する選択肢を両立させることを考える

（３）自由の制限の最小化

本人の生命・身体の安全を守るために、行動の自由を制限せざるを得ない場合でも
他にないか慎重に検討し、自由の制限を最小化する。
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事業者以外の視点からの検討 / 成年後見人等の権限との関係

５．事業者以外の視点からの検討

事業者以外の関係者も交えて意思決定支援を進める。本人の家族や知人、成年後

見人、ピアサポーター等が、本人に直接サービス提供する立場とは別の第三者とし

て意見を述べることにより、多様な視点から本人の意思決定支援を進めることが

できる。

６．成年後見人等の権限との関係

意思決定支援の結果と成年後見人等の身上配慮義務に基づく方針が齟齬（そご）を

きたさないよう、意思決定支援のプロセスに成年後見人等の参画を促し、検討を進

める。
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Ⅲ 各 論

（１）意思決定支援責任者の配置

意思決定支援計画の作成、意思決定支援会議の企画・運営など、意思決定支援の
仕組みを作る役割（サービス管理責任者や相談支援専門員が兼務など）。

（２）意思決定支援会議の開催
本人参加の下で、意思決定が必要な事項に関する参加者の情報を持ち寄り、意思を確認した
り、意思及び選好を推定したりする仕組み。「サービス担当者会議」や「個別支援会議」と一体
的に実施することが考えられる。

（３）意思決定支援計画の作成とサービスの提供

意思決定支援会議により確認された本人の意思を反映したサービス等利用計画や
個別支援計画（意思決定支援計画）の作成とし、意思決定に基づくサービスの提供。

（４）モニタリングと評価及び見直し

意思決定を反映したサービス提供の結果をモニタリング、評価し、さらに意思決定が
促進されるよう見直す。

１．意思決定支援の枠組み
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意思決定支援の流れ
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意思疎通と合理的配慮 / 記録作成 / 知識の向上

２．意思決定支援における意思疎通と合理的配慮

本人が、意思決定に必要な情報を十分理解し、決定に活用できるよう配慮をもって

説明し、決定したことの結果起こり得ること等を理解できるよう、意思疎通における

合理的配慮を十分行うことが重要

３．意思決定支援の根拠となる記録の作成

本人のこれまでの生活環境や生活史、家族関係、人間関係、嗜好等の生活の全体像

を理解することは、本人の意思を推定するための手がかり

４．職員の知識・技術の向上

意思決定支援の意義や知識の理解及び技術等の向上への取組みを促進させること

が重要
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関係者、関係機関との連携 / 本人と家族等に対する説明責任等

５．関係者、関係機関との連携

６．本人と家族等に対する説明責任等

事業者、家族や成年後見人等の他、関係者と連携して意思決定支援

を進める意思決定支援会議に関係者等が参加するため、協議会を活

用する等の体制整備が必要である。

本人と家族等に対して、意思決定支援計画、意思決定支援会議の

内容について丁寧に説明する

苦情解決の手順等の重要事項について説明する

意思決定支援に関わった関係者は、守秘義務を厳守する
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Ⅳ 意思決定支援の具体例
施設での生活を継続するかどうかの意思決定支援

施設入所支援を利用して15年になるBさんは、知的障害と自閉症があり、言葉によるコミュニケ
ーションが難しい状態であった。また、家族が亡くなり、成年後見人が選任されていた。担当の相
談支援専門員は、継続サービス利用支援によるモニタリングで、今後も引き続き施設入所支援を
利用するのか、グループホーム等に生活の場を移行するのか、Bさんの意思決定支援が必要であ
ると考えていた。

そこで、担当の相談支援専門員が意思決定支援責任者となり、Bさんと成年後見人、施設入所支
援のサービス管理責任者とBさんの担当職員、グループホームのサービス管理責任者の参加によ
り、Bさんの意思決定支援会議を開くこととなった。

成年後見人は、Bさんが施設に慣れて落ち着いた生活を送れているのに、生活の場を変えること
でBさんが不安定な状態にならないか不安であると話した。

意思決定支援責任者が、自宅でのBさんの様子について成年後見人に尋ねると、帰省した時は、
自分でお湯を沸かしてカップラーメンを作って食べていること等が話された。
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Ⅳ 意思決定支援の具体例
施設での生活を継続するかどうかの意思決定支援

施設入所支援のサービス管理責任者と担当職員はその話を聞いて、施設では自分でお湯を沸かしたり

、カップラーメンを作って食べたりする場面がなかったため、施設の環境がBさんの本来できることを

狭めてしまっているのではないか、Bさんにとってよりよい生活の場について考えることが必要ではな

いかと思った、と話した。

Bさんは、目の前にある洋服や食べ物の中から自分が気に入った物を選んだり、絵カードや写真カード

を見て、その日に行う活動を選んだりはできるが、経験したことがないグループホームの生活と今の施

設の生活を比べて選ぶことは難しかった。そこで、グループホームのサービス管理責任者は、空き部屋

のあるグループホームがあるので、体験利用をしてみて、その様子からBさんの意思を確認してはどう

かと提案した。

意思決定支援責任者である相談支援専門員は、意思決定支援会議の結果を踏まえてサービス等利用

計画を変更し、地域移行支援に基づくグループホームの体験利用を行う内容に見直した。
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Ⅳ 意思決定支援の具体例
施設での生活を継続するかどうかの意思決定支援

また、1ヶ月後に再度意思決定支援会議を開き、Bさんの体験利用の様子を共有し、Bさんが今後の生

活の場について施設の利用を継続したいのか、グループホームで生活したいのかについて確認するこ

とになった。

Bさんがグループホームで混乱しないように、施設で使っていた絵カードやスケジュールをグループホ

ームでも使うことにした。人数の少ないグループホームの環境は、Bさんにとって落ち着けるようだっ

た。近くのコンビニエンス・ストアに買い物に行ったり、カップラーメンや冷凍食品を調理して食べたり

と、Bさんは生活の幅を広げていった。

1ヶ月後に、意思決定支援会議が開かれ、グループホームでの体験利用の様子が報告された。その内容

から、Bさんの意思がどこにあるのか、誰にとっても明らかであった。
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